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はじめに

特に1990年前後から加速している世界と各国の経済や社会の変動の中で、政府統計活

動は、把握すべき対象の変化、政府統計への詳細データや新分野データなどますます増大

する要求の一方で、予算制約や回答者負担軽減の要求、プライバシー・秘匿性保護要求、

等の中で、かつてない革新を求められている。

欧米先進国の政府統計機関はこの情況の下で、特に活発に経験を交流しなが改革につと

めている。アメリカ合衆国連邦統計は、各種の問題について必ずしも国際的に先駆となっ

ているわけではなく、多民族．多人種社会であることその他の統計活動上での多くの困難

をかかえながら、分散型統計制度の下、改革に努めており、その国際的影響や日本との比

較等で十分に参考に値する。また、情報インフラストラクチュアの強化においては、国際

的な先端になりうるものとして注目を要する')。

本稿は、この合衆国連邦統計に関して、特に１９９０年代後半に行われ、あるいは進行中

の諸改革についての全体概観を与えようとするものである。個別的トピックスについての

改革も、全体的動き、あるいは歴史的経過の中で位置づけながら参照することが必要と考

えるからである。とはいえ、連邦政府統計における統計改革を全体として示す何らかの計

画や構想が合衆国にあるわけではない。そこでまず、ＯＭＢの統計担当部門が統計予算と

してまとめた文書の中にある「長期計画」の部分にかかげられている項目をすべてとりあ

げることにする。また、合衆国では当然のものとして前提されているが、日本から見て重

要と思われる動き－例えば、統計生産活動での情報技術の活用一もとりあげる。そして、

それら項目を筆者なりに再整理しつつ、説明していくことにしたい。このうち、統計機関

の統合をめざす動向と関連法案のより丁寧な検討は興味深く、また合衆国連邦統計の各動

向を国際的脈絡、合衆国での諸経過、あるいは日本等との比較で論じる課題があろうが、

本稿では、目下の主要動向の紹介・説明に限定し、以下の構成で論を進めることにする。

１．合衆国統計制度の概略と特徴

２．０ＭＢ提出の統計の長期計画における諸項目

３．情報技術の活用

４．統計内容の改革

４」2000年センサス、４．２．経済統計、4.3.福祉・健康統計、４．４統計基準

５．ミクロデータ、行政記録の利用
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６．利用者（顧客）サービスと統計家の倫理

７．統計機関統合論

1．合衆国連邦統計制度の概略

1.1連邦統計制度・政策の概略第一に、合衆国連邦統計機関の構成は分散型である。

統計機関は大小あわせると７２におよぶが、主要な統計機関としてはまず、商務省センサ

ス局、労働省労働統計局（BLS：BureauofLaborStalistics以下ＢＬＳと略称)、農務省

全国農業統計部、保健・福祉省統計局が４大機関とみなされ、これに商務省経済分析局

（BEA：BurcauofEconomicAnalysis)、司法統計局、運輸統計局、農務省経済調査部、

エネルギー情報部、全国教育統計センター、全国保健統計センターが加わって１１機関とさ

れる。分散型に必要な統計調整機関は､管理予算庁(ＯＭＢ:OfficeofManagemcntandBudgeO

の中の情報・規制部（OIRA：OfnceoflnibrmalionandRegulatoryAnnirs）の統計

政策部(StatislicalPolicyBranch）である.。この統計調整機関は何回かの移動のあと、１９８０

年以降ＯＭＢの中にある。1.2でふれるが1995年ペーパーワーク削減法によって、ＯIRA局

長に助言し援助する「機関間統計政策審議会」が設置されている。しかし、ＯIRAのスタ

ッフ数は１９９５年には５人であり連邦統計全体の規模から見ると、極めて小さく、その調

整能力が絶えず問われている2)。

これは特に１９８０年代前半のレーガン政権時代の統計予算削減と統計機関のリストラの

結果である3)。この統計調整機関の弱さをふくめて、合衆国では、歴史的に分散型の持つ

弱さに関する論議が常につきまとってきた。合衆国統計家達のこれまでの多くの論議は、

集中型の効率'性や体系性にあこがれ、あるいはうらやましさを心に秘めながらも、分散型

を集中型に転換させることなどは現実にはありえまいといったスタンスにあった。しかし、

1990年代半ば以降の論議には＿これまでの論議とは違って、もしかすると集中型への歩み

が始まるかもしれない、という感を抱かせる点がある。これについては７でとりあげる。

第二に、統計活動における連邦政府と地方政府との関係について見れば、連邦統計はあ

くまで連邦統計機関自らの手で（直轄）行われる。このために、センサス局、労働統計局

は全国に地方事務所を配している。日本の読者は、農林統計調査事務所を想い起こしても

らえばよい。戦後日本の統計改革において農林統計は、本格的論議に先だってこの合衆国

タイプが取り入れたのである。もとより連邦と地方の政府との間での協力プログラムも幾

つか用意され、調整が行われてきており、近年の情況の中では、連邦と州の連携あるいは

権限委譲が注目されつつある。

第三に、統計関係の法規についてみれば、まず情報関連法として、前文に「知る権利」

をうたいこんだ、いわゆる情報公開法、同じく前文に「自己情報統計権」をうたいこんだ、
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いわゆるプライバシー法が１９７４年に現在の形を整え、関連して「コンピュータ・マッチ

ングとプライバシー法」が、実際に政治や行政、社会において実体化していることを指摘

しなければならない`)。これに加えて、統計調整機関の組織や機能を定め統計活動に直接

関与するものとして1995年ペーパーワーク削減法がある。これは、１９３０年代から約５０年

間機能していた連邦報告法に代わった１９８０年ペーパーワーク削減法を、１９８６年の改訂を

経て、１９９５年に大きな改訂をしたものであり、統計調整機能を持つＯIRAの働きを規定し

た法規である。1995年法では、1980年法の基本的狙いを受け継ぎ、ＯＭＢの機能を強化し、

監視をより強化する規定をもりこまれた。これは１．２でふれる。合衆国には、この一般法

の他には統計に直接関わる法規として、日本の統計法にような連邦各機関の統計活動に一

律に適用される基本法規はなく、各省の統計活動を規定する合衆国法典(USC：UnitedStatcs

Codc)の各編が具体的法規になる。例えば、センサス局についてみれば、法典第１３編が詳

細にその活動を規定している。

この統一的基本法規の欠如も、統計における秘匿'性保持等に関して省庁ごとの不統一を

もたらしており、連邦統計のひとつの問題点である。

第四に、上に示した弱点を持ちながらも、連邦統計機関が活発に動き、また利用者への

サービスにおいて見るべき点を持っているのは、連邦統計機関相互間の交流、学会との交

流、議会での統計論議が活発であり、統計活動が広く公開され、国民各層からの意見をく

みあげ、各種討論が盛んだからである。これらの動きが、分散型と統計調整機関の弱さを

幾重にも補完する形になっている。この動きは明らかに補完を意識しているものと、客観

的にそういう働きになっているものがある。

まず統計機関内では、既にふれた機関間統計政策協議会（ImcragencyCouncilonStatistical

Policy）がある。さらに、政府統計に対応する政府統計家の機関COEAFS：CounciIof

ProlCssionalAssociationonFcdcralStatisticsがある5)。政府統計の全体あるいは特定問題に関

して、学会その他の専門家からなる検討委員会あるいはパネルが設定され、この検討結果

が広く配布される。さらに機関をこえての国際的あるいは国内的な会議が恒常的あるいは

臨時に開催されている。センサス局主催のSurvcyResearchConlierenceは大規模なものであ

り、カナダやヨーロッパからの参加がある。議会では絶えず統計と統計活動が論じられて

いる。議会の関連委員会が多すぎるという批判があるほどである。議会の会計監査院

（GPO：GcncmlAccountingODUce）が統計に関する報告書をひんぱんに提出・配布してい

る。統計機関のいくつかは、経営、労働、学会との意見交流の｣恒常的チャンネルを持つ。

一方、学会横断的な組織、ＣＯNST(Ｔ：CommiIlcconNationalStatiSticSofNationalAcadcmyof

Scienceがある6)。アメリカ統計学会は「政府統計部門」を持ち、「調査・研究部門｣、「社

会統計部門」等での政府統計家とアカデミーとの交流は活発である。さらに学会内部には

主要政府統計に対応する検討委員会がある。１９９８年秋の時点でいえば、以上の各機関での

検討や討議、報告の多くはインターネットを通じて日本において即時の参照が可能である。

235



これら統計に関する論議が盛んな背景には、議会を中心とする多くの場の報告や論争に

おいて、たてえまえ上は、またある程度までは実質的に、統計によって証明する、あるい

は政策の効果を統計で確かめる形（アメリカ的実証主義のスタイルとでもいおうか）が行

き渡っており、統計への関心が社会的に大きいことがあると筆者は見ている。これが、統

計への需要や要求の大きさとなってあらわれ、またプライバシーや秘匿性の保護にだけ重

きをおいて政府による統計生産への要求が弱めらる、という傾向を排したバランス感覚の

保持につながっているのである。

第五に、国際統計との関連で見ると、第二次世界大戦以前まではなおリーダーたること

がなかったが、大戦時を経て国連を中心とする第二次世界大戦後の国際統計体制に支配的

影響を及ぼすに至った7)。その後、経済、社会的にヨーロッパの復興そして今ではＥＵ統

合への動き、日本の復興等によって、合衆国の世界における相対的力量が低下するのに相

応して、統計の世界でも唯一のリーダーではなくなってきている。筆者の見るところ、国

の規模や統計活動により有利な社会の特性を背景にして、集中型の効率性等を活用してカ

ナダやオランダを筆頭に、フィンランド、オーストラリア、近年ではイタリアが統計の革

新を推進している。しかし、合衆国はなお、多くの国際統計機関に人を派遣し、開発途上

国の統計援助に力を注いでいるし、主要統計機関の幾つかの統計活動、例えばＢＬＳの

CompensationCoslがEUROST(Tで参考にされているなどぃ影響力は保持されている。

第六に、連邦統計についての文献についてふれる。かって統計調整機関が力を持ってい

たときには、連邦統計全体を見渡してのslmjstjcq/Ｒ…ﾊﾞﾋﾟｧが発行され、またRewﾌﾉ""o〃〃

Ｕ"jに｡Smにs搾咋rαﾉSmjjs"ＣｓとかＦｍ腕ｅＷｍＷ､SmtjS"Ｃｓﾉb｢19801ｓといった総括的文書も出

されて連邦統計全体の情況も把握しやすかった。しかし、今日ではそのようなてっとり早

い文献はない。したがって、わずかにペーパーワーク削減法によって、毎年度の統計関係

予算審査に関してのＯＭＢの報告や議会での審議記録、連邦統計全体についてのニューズ

を提供するCOPAFSNewsleuers誌、ＧＡＯの文書、各機関別の出版物、その他の学会等か

らの文献を拾い上げて、全体的にみていくという形になる。

統計の改革・革新として、統計生産や統計の質の管理、統計分析、統計配布に関する手

法の各々にまで注目すれば､アメリカ統計学会の学会誌､各セクション､特にSuweyResearch

Methods、GovemmcntSIalistics、SocialStatistics部門の年次ProccedingS、そしてCensus局

のＰ,ひ…｡i"９３吋.【/,ｅＡ""“／Reseq”ﾉｶＣｂ,!/i雪だ"Ｃｅ、さらに国際統計誌の.ﾉＯ脚、αノｑ／０ﾉｸﾞﾃcjaノ

szarisfjcs他に合衆国の政府統計家や研究者に制度や統計手法の開発に関する論文が多いの

で、これらをも念頭におく必要がある。

1.2ペーパーワーク削減法(PWR）とＯＩＲＡ

１９９０年代後半、２１世紀に向けての合衆国連邦統計におけるできごとを理解する上で、

前提として把握しておくべきはペーパーワーク削減法である。これは、１９８０年代、１９９０

年代の連邦統計活動を根本的に規定してきた。まず、１９８０年ペーパーワーク削減法と統計
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関係の予算削減の動き、次に１９９５年法をみよう。

１９８０年ペーパーワーク削減法3）この法律は、通称の「1942年連邦報告法」（合衆国法

典第４４編３５章）を書き換えるもので、通称「1980年パーワーク削減法」であり、３５章

の3501条から3520条にいたる２０条からなる。法律(PLL96-511)は1980年に成立した。

法律は、3501条で、法の目的：ペーパーワーク負担の削減、費用削減、収集される情報

の有効'性の段大化、連邦の情報政策と実践の統一、自動データ処理とテレコミュニケーシ

ョン技術の利用、秘匿性、をうたい、3503条で情報規制局（ＯIRA）のＯＭＢ内での設置、

４条で局長の権限と機能をうたう。ここには、ｂ､一般情報政策、ｃ・情報収集要求の審査、。、

統計政策と調整、。､記録管理、ｆプライバシー、９.自動データ処理とテレコミュニケーショ

ン、ｈ・各機関からの情報収集規則の提出と検討が述べられている。。､統計政策と調整の機

能として、連邦統計活動と政策の長期方針の作成、連邦政府の機能を統計活動に関して予

算要求の検討その他によって調整する、統計収集の手続きと方法、統計分類等について原

則、基準、ガイドラインを策定、統計政策の実施と機関との照応を検討すること、が示さ

れている。3505条では、以上の機能を遂行する具体的処置や期限がうたわれる。

この法律は、連邦報告法の不十分'性をめぐこれまでの多くの議論をふまえて、文言的に

はより包括的になったように見える。しかし、統計調整機能とペーパーワーク削減を同じ

機関が行うのは無理であるとの統計界からの批判を押し切って制定されたもので、レーガ

ン政府の下で、統計調整機関の大幅縮小、統計予算の削減をもたらし、統計機関が今日ま

で長く苦労を重ねる出発点になる。もとよりペーパーワーク削減法のみによるのでなく、

小さな政府を目指し、予算削減をきびしく求めた社会と議会の動きと重なってのことであ

るが、多くの連邦統計機関において、予算を議会において承認をめぐって論議や交渉に多

くが費やされ、また計画した統計調査が延期されたり、規模を縮小したりする事態が今日

まで続いている。

１９，５年ペーパーワーク削減法とＯＩＲＡ１９８０年法が６年経過した１９８６年に法の目的を

強めるための部分的改訂があった。これは、ペーパーワークの削減目標を年５％とし、各

機関が公衆により多くの情報を提供し、情報収集に規制の際のペーパーワークをふくめ、

情報資源の管理に関して計画と政策についての要請と期限を設定し、統計政策の監視機能

を広げる主席統計官に統計専門家を任命する、情報技術の規定を改訂し、情報の安全と配

布についてのＯＭＢの責任を広げた。

その後１９％年法に向けては、世界と合衆国での経済・社会の急速な変化の把握や情報

技術の発展の活用、秘匿性等の保持等でなお、ＯＭＢは立ち後れているとの認識から、改

訂が必要とされたのである。

１９９５年法は８１、ＯＭＢのＯＩＲＡの機能を強化すること、その際、情報資源管理(IRM：

InfOrmalionRcsourcesManagement）という機能を新たにうたいあげてこの法律全体に行き

渡らせること、その他、情報の機関の間での共有（シェア)、そして配布（disScmination）
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の強化を，重視した。

3504条のＯＩＲＡ局長の権限の。項にあった統計政策と調整に注目すると、1995年法では

e項に移り、その内訳も大きく書き換えられた。すなわち、

ｅ項の(1)「(A)制度の効率性と有効性、そして(B)統計的目的で収集された情報の無欠性

(integrity)、客観性、公平'性（impartiality)、効用、そして秘匿性、を保証するために、連邦

統計制度の活動を調整する、

（２）機関の予算請求では、連邦統計の質を維持・改善するための制度全体にわたる優先度

と一致していることを保証し、統計計画への予算付与についての年次報告を用意する、

（３）（A)統計的収集手続きと方法、

（B)統計データ分類、

（c)統計情報の表現と配布、

（D)統計データの適時な(limely)発表、

（E)連邦の計画の実施にとって必要とされうるような統計データ源泉、

を考慮しながら、政府全体にわたる政策、原則、基準、ガイドラインを開発し、その実施

を監視する、

(4)統計計画の実施と機関における政府全体にわたる政策、原則、標準とガイドラインの

遵守を評価する、

(5)統計目的で収集された情報を、プライバシーの権利と秘匿I性の誓約と矛盾しない形で、

共有（シェア）することを促進する」をあげ、

(6)では、国際比較統計の開発をふくめての国際統計への合衆国の参加の調整、(7)では、

これら諸機能を果たすための訓練され経験のある専門的統計家を主席統計官に任命する、

(8)では、主席統計官を座長とし、主要統計機関の長と交代制で他の統計機関からの代表か

らなる「機関間統計政策審議会」（IntemgencyCouncilonStalisticalPolicy）の設置，

(9)連邦政府職員に対する統計政策機能に関する訓練機会の提供－６ケ月以上１年以内の期

間、所属省庁の要請と負担によって、ＯIRA局長が選抜し、主席統計官の元での訓練一を

規定した。

以上、データのシェアリングや統計表現や配布の重視、主席統計官が統計専門家である

べきこと、統制政策審議会の設置、統計計画予算報告の提出、が新たなところである。特

に審議会の設置は、関連各省庁がこれに連なる職員なり作業を行うであろうし、連携が強

化されるので、弱体化した統計調整機能を強める手段でありうる。しかし、ＯIRA統計政

策部門の職員数が増加したわけではなく、分散型の弱さを克服できるかどうかは、いぜん

として疑問である。

ＯIRAと審議会の活動とFedSmdKrOMBないしＯＩＲＡの統計に関する活動の若干を

見ると，）、まず､第一に､ＯＭＢはＯＭＢの通達(CircuIars)、OMBBullelins､OMBMcmoranda

toHeadsofFederalDepartmcntsandAgencics,OMBPrssRelcases,Regulations,FederalRegsler
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等において、統計に関して関係機関に対して幾つかの指示を出している。このうち、最近

制定・改訂された標準分類に関しては後にふれる。第二に、統計方法論に関する連邦委員

会（FCSM：RdcralCommiltceonStalisticalMethodology）がStalisticalWbrkingPapcrsを発

行している'０)。第三に、「機関間統計政策審議会」の活動がある。第四に、ＦｂｄＳＴＡＴとい

うWebsitcがＯＭＢの下に開設された''１。特に、FedST(Ｔは、連邦政府の主要な統計資料

の要約表を網羅するとともに、そこからこれら統計を生産している機関へのリンクをはじ

めとして、項'二1別のサーチが可能であり、すべての問題に関して関係機関に対してリンク

できるとともに、さらに国際統計機関その他関連機関にもリンクできる。連邦統計に関し

ては、センサス局ではCenSm4T、ＢＬＳではdatahomel2）と、それぞれの機関が、自ら生産

している統計に関して、ネット上にいわば統計集を提示している。FedSmdKTは、分散型の

連邦統計機関において、ネット上で情報と統計の集中をはかろうとする試みである。これ

は1997年に発足して、充実・拡大がはかられているものであり、注目されるべきである。

２．統計関係の長期計画での諸改革事項

ＯＭＢの文書「合衆国政府の統計政策-1997年度」’3)の第３章：長期計画は、「この章

では、連邦統計政策の実行を改善するための諸機関にわたる主要な遂行中および新しいイ

ニシャティブを示す」として、以下の諸項目をあげている。

ｉ・統計機関長協議会（StaIislicalAgcncyHcadsCouncil),ｉｉ・統計情報の共有（シェアリン

グ)、iii・連邦統計データの１回限りの購入、ｉＭ２０００年センサス計IUhi、ｖ､アメリカのコミ

ュニティ調査、ｖｉ・経済統計のイニシャティブ、vii､消費者物価指数の改訂、ｖiii,職業別収

入調査政策の再企画、ｉｘ・農業調査の改善と統合、ｘ・輸出管理システムの自動化、ｘｉ子ど

もと家族の統計に関する機関間フォーラム、ｘｉ・保健調査の改善と統合、xii・経済分類政策

委員会、ｘiii､職業分類政策委員会、ｘiii・大都市地域2000、xiv､人種とエスニイシテイに関

するデータの分類、ｘｖ・貧困の定義、xvi・顧客サービスの刷新の支援、xvii・企業への報告

負担の軽減。

同じく１９９８年のIilじ文書では、以下をあげている。ｉ､統計政策についての機関間協議

会、ii・統計的秘匿性とデータシェアリング、iii・連邦統計データの１回限りの購入、iv､2000

年センサス計画、Ｍアメリカのコミュニティ調査、ｖｉ・子どもと家族の統計についての機

関間フォーラム、vii・保健調査の改善と統合、ｖiii・経済統計のイニシャティブ、ｉｘ､消費者

物価指数の改訂、ｘ・職業別収入調査政策の再企画、ｘｉ､農業調査の改善と統合、xii・企業

への報告負担の軽減、ｘiii・北アメリカ産業分類体系（NAICS：thcNorthAmcricanlnduslry

CIassincationSystcm)、xiv・標準職業分類、ｘｖ・大都市地域の定義、xvi、人種とエスニテイ

に関するデータの分類、ｘｖｉＬ貧困の定義。
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ここには、制度（協議会、委員会、フォーラムなど)、統計内容（分類・定義をふくめ

て、新たな設定や統合、改訂)、新調査、技術的諸問題（シェアリング、秘匿性、データ

販売、顧客サービス、報告負担の軽減）など多様な問題が並記されてしまっているという

感があり、本格的な長期プランといったものではないように思われる。

そこで、はじめにでもふれたが、本稿では、日本からみての関心をも加味して、ここに

掲げられてはいない合衆国統計で進行中の改革をもすくい上げて、①情報技術の活用、②

統計内容の改善：センサスとその他調査に関して、③技術開発：ミクロデータ・行政記録

の利用、統計家の倫理、④利用者サービスと⑤統計機関統合論、にわけて見ていくことに

する。そしてそこではとりあげない上記の項目について、ここで少々説明を加えておく。

機関間統計政策審議会：１９９５年ペーパーワーク削減法３５０４条のｅ(8)項が、機関の問で

の協力と統計政策の改善を促進するために、機関間統計政策審議会を設置する、とうたっ

たことを受け継いで、ＯＭＢが設置したものである。機関の長が協議会に参加しているの

で、機関長協議会とも呼ばれる。ここでの論議の項目は上に示したＯＭＢの長期政策の項

目と大部分重なっている。

アメリカコミュニティ調査：合衆国人口の地域的な大きさと特徴に関する比較可能デー

タはｌｏ年センサスの長票によってだけしか獲得できないという難点がある。アメリカ・

コミュニティー調査（ACS：AmcricauCommunitySurvcy)は、年地域、センサス調査区ブ

ロックの集まりについて数年間にわたるデータの蓄積に基づいて、65000人以上の地理区

域について、人口・住宅データを提供しようとするものである。１９９６年からセンサス局が

テストに入っており、２０００年センサスとの比較等を経て、２００３年のすべての郡について

本格実施に移ろうとしている。

職業別収入調査政策の再設計：ＢＬＳが現在遂行している職業別収入調査（OCSP：

OccupationalCompensalionSurveyprogram)、雇用費用指数(ECI：EmploymentCostlndex)、

雇用者便益調査(EBS:EmployccBcncfitsSurvey）の３つを統合して、雇用者の収入に関する

データセットを提供しようとする計画（COMP2000）である。この計画は１９９４年にはじま

り、１９９６年にデータ収集のテストがあって２００１年に実施をめざして準備が進められてい

る。

農業調査の改善と統合：１９９４年に始まった農業統計部の戦略的計画であり、推計やサー

ベイを完全に再検討し、最近の技術を使って、現金収入を得るほとんどの農業生産物につ

いて州レベルで生産、在庫と価額の年次的数値を提供しようとしている。また、１９９７年に

農業センサスの遂行の責任がセンサス局から農業統計部に移されている。
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３．情報技術の活用

合衆国での統計改革・革新の大きな柱は、不断に情報技術(ＩＴ：InformationTbchnology）

を活用していることである。ＩＴの活用自体が革新であるとともに、以下にふれる点をふく

む他の多くの革新の技術的基礎でもある。これが進められるに至って多くの年がたち、常

識化しているように見える。しかし、日本から見て、その技術革新がどう統計活動でどう

活用されているかは重要である。

一般にＩT(コンピュータ、電話、インターネット）の統計活動での利用、を想定した場

合、統計の生産過程から統計生産物が配布されるまで、すなわち、①統計の収集・編集・

製表、②統計結果の発表、⑧統計結果の貯蔵、④統計分析・加工、⑤各機関あるいは－国

レベルでのより大きな統計データベスの構築、⑥利用者側からのデータ検索と入手の便宜、

等の各局面でのＩＴの利用を考え得る。⑦そしてこれらの幾つかの局面を連続した一つの過

程として作り上げるというより高次な段階があろう。さらに、⑧情報・統計政策や統計機

関の活動等の提示・公開、⑨より発展したレベルでの利用者の便宜・利用者へのサービス

の強化のための諸方策での活用がありえようし、また、⑩ミクロデータの提供・利用もＩＴ

の発展と活用なしには、あり得なかったものであろう。

これらのうち、④は早くから多様な形で進み、②や⑧は、インターネットのホームペー

ジヘの掲載文を公開すればよい。⑩については後に独立の項目として論じる。統計活動に

特に関連しては、①、③、⑤、そして⑦や⑨がどれだけ進むかである。

合衆国と他の先進国の統計活動では、①が１９８０年代後半から１９９０年代を通じてかなり

広がり、⑤各種統計データベースが1990年代に入って構築・連携され、今後①での新た

な展開そして⑦、⑨が展望されている、といったところだろう。

これらの中で、①統計収集過程へのＩＴ導入（CASICCompulcrAssistcdSurvcyln【brmation

ColIection)が、そこからもたらされる費用や時間の削減さらには統計の質の改善という点

で、早くから着手され、これまで最も重視されてきた'４)。

ここで用いられている具体的手法とともに、これを適用している調査を示そう。

CAml（CompulerAssistedTblephoneintcrviewing)。これは調査員が、質問をディスプレーに

順次示すコンピュータを持ち、調査員は電話を通じて回答者に質問し、回答者からの答え

をコンピュータに入力する方式である。コンピュータは前の質問への回答に照らして質問

を用意していく形に設計されている。電話技術の発展とともにサンプル抽出、電話の予定、

自動ダイアル、再電話などが可能になり、誤差、時間、費用の減少がはかられるとされる。

1988年に政府は５１の協力００ｍセンターを持っていたという｡農務省農業統計部は､ＣＡＩＴ

を１９８２年にはじめ、１９９５年時点で最大のものはＺＯＯの質問項目を持つ１２月農業調査であ

った。ＢＬＳは、雇用・時間・賃金の月次データを６０００人から得るため、消費者物価指数

のための住居データの収集、生産｝性測定のための労働時間と支払い時間データ収集他に使
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っている。

CAPＩ（ComputcrAssistcdPCrsonallntcrvicwing)。CAITとは通常は調査員がポータブルコ

ンピュータを使う点で同じだが、調査員が回答者の家あるいは勤務先で面接をする点で違

う。質問はコンピュータにプログラムされていて、回答内容に従って論理的に行われる形

になっている。この方式は、年次の50000世帯についての全国健康面接調査の一部、セン

サス局、BLSでも使われている。

CASＩ（COmputcrAssistcdScIflntcrvicwing)。調査員なしで、回答者だけがコンピュータ

に回答する形である。幾つかの形がある。コンピュータ・ターミナルに示される質問の答

えるPDE(P『cparcdDataEntry）は、調査員なしなので、コンピュータのガイドとコンピュ

ータに慣れているかどうかが重要である。内国歳入庁が納税者の報告を電子的伝達で受け

付けることにして、１９８８年に提出報告の２０％がこの形になったとされている。エネルギ

ー情報局の石油供給不は１９８７年に石油供給報告システムに電子的通知を導入することを

決めた。

回答者がコンピュータが示す質問に対して電話ボタンをおして答えるＩＤＥ（TbuchData

Entry）は、民間でテレフォン・バンキング等で広く使われている。既存の分野では、ＢＬＳ

の３０万事業所に対しての毎月の調査であるCurren(EmploymentS1atisticsで使われている。

回答者が電話でコンピュータに直接話すことで回答するVREMiccRccognitionEntry）

がある。これは人の多様な発音を聞き分け、速やかな入力になることを必要とするが、発

音の聞き分けでまだ限界を持っているとされる。

BLSがＣＥＳについてこの音声認識方式をテスト中である'5)。

さらにＦａｘ回答の光学読みとりがある'６１。ペーパーなしのファックス・イメージ報告シ

ステム（PFIRS:PaperlcssFaxlmagcRcportingSyslem)は、回答者がファックスで回答し、そ

のデータが文字判別（ICR：Imelligenlcharacterrecoglition）を通じて自動的に翻訳されて、

アスキー形式の産物となる、というシステムである。

E-mailとＷＷＷ・回答者がE-mailで回答をＷＷＷのページにインプットするよう連絡を

受ける形である'7)。このｗｅｂでのデータ収集は、電話その他と違って、質問の長さや複雑

'性、収集のサイクルや頻度、質問にただちに回答する必要等に制約されることはない。費

用はさらに節減されることになる。但し、安全性の問題が新たに生じてくる。この点が克

服されれば、今後、調査において広く使われる可能性があろう。ＢＬＳが月次のCurrenI

Employ-mentSurvcyにおいて実現しようとしている。センサス局も１９９３年産業研究および

開発調査において、また１９９５年会社組織調査において、デイスケヅトに基づくＣSAO

（ComputcrizcdSclfAdministraledOucstionnaire)、ＥＤＩ（EleclronicDaltalnHcrchan礫）やイン

ターネットの利用可能性を調べている。さらに２０００年センサスの短票の一部でも試みる

検討をしており、また政府内部のデータ収集については、かなり前から、インターネット

で回収している'8)。
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４．統計内容の改革

4.12000年人口・住宅センサス

合衆国の１０年毎の人口・住宅センサスは、ほぼ常に調査もれによる過小計上を生み、

その大規模性と議員定数の配分にはじまる広い利用から、常に大きな関心と論議の対象で

ある。それのみでなく、センサス実施に関して統計専門家の検討委員会が組織されて勧告

や提言がだされ、センサス局が幾多の新たな技術的革新を行うという点でも、連邦統計活

動において常にひとつの焦点である。関連する文献・記録、ホームページに提示されてい

る情報量も膨大である。ここでは２０００年センサスプランの概略とそこでの改革、そして

争点について見る。

2000年センサスの概略と改正点'9）調査項目は、所得と就業、交通手段、教育、先祖．

出生地・市民権・言語、移住、障害・介護者、住宅（物理的、財･政的）にかかわる。１９８０

年にあって、削除されるものは、これまでに生んだ子ども数、コンドミアムの情況、下水

施設、水の供給源泉、最後に働いた年、であり、新たに加えられた項目は、介護者として

の祖父母、援助支出と保険のカバレッジ、世帯の非現金収入、である。調査票は全調査対

象者にあて、人口と住宅に関する基本項目だけを調べる短票（shortfOrm）とより詳細な調

査項目からなり、標本世帯だけを対象にする長票（longfOrm）とがある。配布と回収は郵

送による。

１９１０年センサスに比較しての改正計画は次のものである。

＜センサスマスターファイルの更新＞合衆国郵便局のリストと地方の住所リストでの更

新、センサス住所リストとセンサス地理ファイルの統合等を通じての更新。

＜方法の更新＞これまで行われてきた詳細調査票の標本調査に加えて、無回答のフオロ

ーアップと、二重の制度的推計（DualSystemEslimalion：本体調査とは別個の標本調査と

本体調査と照らし合わせる）を通じての単一数値の獲得、その住居での回答者の調査を保

証するための自動照合システムの使用。

＜現場の構造＞調査事務所を流線型にし、調査票がデータ収集センターに集中される、デ

ータ収集地図の作成、調査員を行政的に支援する自動化されたシステムの開発、データ処

理過程へのパソコンに基づくクライエントーサーバーシステムの利用。

＜公衆への浸透＞契約広告機関の利用、政府・コミュニテー・メディアの専門家の活用、

学校でのカリキュラムや宣伝材料の開発と配布での契約業者の活用。

＜調査票とその配布＞人種とエスニシテイーについての新基準の採用。これはＯＭＢの指

令によって、２０００年センサスの予備調査と本番、そして他の調査において可能であればで

きるだけ早く採用すべき、とされている。英語版以外の多言語の調査票の用意、調査票を
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よりわかりやすく改訂。回答率を高めるための予告からはじまる多数回接触、調査票が店

舗やモールその他で入手可能であり、電話やインターネット回答も可能であり、遠隔地に

は調査員がでかける等の方策。

＜未回答のフォローアップをふくむデータ収集＞未回答者へのサンプリング、本体調査で

収集されたデータとIＣＭ(IntcgratcdCovemgcMcasurcmcnt）で収集されたデータの統合、通

常時の住居がない者を数える作業的方法の使用を通じての改善。このうち未回答者へのサ

ンプリングは政治問題化した。次項でふれる。

＜回収調査票からのデータの獲得と電話インタビュー＞データ収集過程での電子的イメー

ジ技術の使用,データ収集過程の企画、開発、作成、全国的展開と支援を単一システムへの

総合した契約業者への委託。

＜公衆へのデータの配布＞センサスデータ利用者の必要に速やかかつタイムリーに応える

ために、結果への電子的アクセスとその配布システムの発展、センサス結果の開発と企画。

これは、１９９０年の出版物の多くを置き換える。

＜結果の評価＞次回センサスの効率や有効性を高めるために方法を検討する。

＜作業管理＞効率を高め、本部の小スタッフで可能な作業管理。

論争点一サンプリングの利用－２０）このセンサス実行プランのうち、サンプリングの使

用は問題点をはらむものであったが､19Ｗ年から1998年夏にかけては､センサス局長Martha

FansworthRicheの９８年１月１３日の辞任をももたらして、共和党が主導する議会とクリン

トン政府との対抗の形をとる政治問題化にまでなってしまっている。

焦点は、（１）郵便あるいは電話においての無回答者について標本調査を行うことと、(2)統

計の質を検討するために改めて約７５万住居単位規模の標本調査による２度目の面接を行

うことに関してである。そして、無回答者に対する標本調査に関する予備テストの地域に

ついて、それが代表的地域でテストたりえているか、も問題になったのである。

郵送回収率は、１９７０年の７８％から１９９０年の６５％に低下した。センサス局は２０００年に

回収率は５５％に落ちるが、２回の通知や調査票その他で６７％にひきあげうる。結果とし

て3400万の住居単位が無回答のままであると想定している。

センサス局は、各センサス地区について９０％以上からデータを回収することにして、こ

のために調査員が２２５０万住居単位を訪問することとして、その訓練、費用、調査の遅れ

を考慮すると、ひとつには、無回答者に対する標本調査の実施（無回答フオローアツブ作

戦）が最善の選択肢だと考えたのである。ふたつには、総合的カバレッジ測定（IＣＭ：

IntegJatedCovera摩Measuremcnl）として、センサスの主調査とは別個に、標本抽出するこ

と、すなわち、各州から階層区分ののち25000地区を選び、マスター・アドレス・ファイ

ルを使わずに、各地区約３０、合計７５万の住居単位を標本として選出する。この調査のた

めに、４５００人の指導員の下に１２５００人の調査員が面接にあたり、この調査結果と本調査か

らの２重調査結果を調整して、センサスの最終結果をだす、というものである。
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これに対しては、センサス局の論拠の細部への質問、サンプリングは誤差を縮小できる

か、逆に誤差を持ち込まないか、サンプリングは祖先の記録を見たいとする将来の世代に

害にならぬか（合衆国では、センサス調査票は保存されて、後の世代が祖先の記録を見る

ために使われている)、マイノリテイーに害はないか、誰にとって損か得か、サンプルの

対象になった者が回答するためのインセンテブは何か他、憲法がセンサスは「実際の数え

上げ」によるとして点で憲法違反でないか、等数々の論議があった。

ちなみに、法的規定を見るなら、憲法修正第３条第２項１は「議員は、納税しないイン

デアンを除いて、各州の全人Ｌ|の数え上げによる各人数に従って、州の割り当てられるも

のとする。実際の数え上げは、第１回合衆国議会から３年以内に行われ、以後法が指定す

る方法で１０年ごとに行われる者とする」とうたう。そして、センサス局の活動を規定す

る合衆国法典第１３編においては、その１４１条において、「長官は、1980年と以後１０年毎

に、「１０年センサス日」として知られることになるそれらの年の４月１日に、サンプリン

グ手続きその他のサーベイの使用をふくめて、彼が決定した形と内容によって、１０年セン

サスを実施するものとする」と述べ、１９５条では「議員数の州への割り当ての目的のため

の人口数の決定を除いて、長官はもし実施可能と考えるなら、本編の条項を遂行する際に、

「サンプリング」として知られている統計的方法の使用を認めるものとする」とされてい

る。そして、「サンプリングをふくむ統計的方法は、調整のためには許されるが、実際の

数え上げを代替するものとしては受け入れられない」という判例等もある。

統計学会の大半は、資金と時間の制約の中で、最初の全数の数え上げを行った後でのサ

ンプリングは調整にあたると見うるので、法に違反してはいない、というものであったよ

うに見える。そしてセンサス局が過小計上の改善のために、100％の数え上げではなくて

標本調査を使用するという考えは、’990年センサス終了後からのアメリカ統計学会、アメ

リカ社会学会、会計検査院などから支持を得ながら固められたものであった。センサス局

は各種の回答やインターネットのサイトでのＱ＆Ａ等でも、これらに答えている。

しかし、合衆国センサスにつきまとい、ますます大きくなる過小計上部分は、そのかな

りの部分がマイノリテイーや都市の貧困者であり、民主党支持の傾向を持つこと、センサ

ス結果が次の’０年間にわたる議員定数の算定（選挙区の線引き）に使われることにおい

て、民主党の基盤を拡大する可能性があると共和党は解釈された。そこでサンプリング問

題は政治の場に持ち込まれて、政治的争点になる。

そこで、共和党はサンプリングの使用は、第一に、憲法あるいは連邦法違反であること、

第二に窓意性を持ち込むとして反対したのである。

１９９８年２月２２日に下院議院議長ギングリッジがコロンビア地区地方裁判所に訴訟を起

こした。議会では８月５日に下院が、センサス局の２０００年センサス遂行のための予算を

ふくむ１９９８年度（1”8.9～1”9.8）予算案（総額９億５６００万ドル）に関して、全額承認

を拒絶して、半額のみを認めた。さらに、８月２６日に連邦裁判所が、連邦法に違反する
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との判断を下した。１０月時点では、政府は最高裁に上告することをめざし、クリントン政

権およびセンサス局長と議会共和党との間の折衝にゆだねられた。１０月２４日にセンサス

局のある商務省をふくむ予算が議会を通過したが、ここでのサンプリング問題の扱いは、

1999年６月１５日迄に決定するとして棚上げされたのである２１)。

センサスにおけるサンプリングの使用という問題は、郵送方式を採用したこととの関連

で非常に低い回収率を結果し、過小計上問題をどう解決するかという合衆国特有の社会的

背景と問題にそくしての論議である。国際的な角度からの統計改革という関心からみれば、

センサスにおける全数直接調査方式が陸路にいきついていること、この解決として、サン

プリングがどこまで導入されるのか、それとも行政データからの作成に向かうのかという

点、そして、センサス局が各種の体制づくりや個別の手法において多くの改善をはかろう

としている点が注目される。しかし、それ以上に、統計学的に論議されるべき問題が、中

間選挙（１１月３日）をめざす政党間の駆け引きの具にされてしまった点も、合衆国統計の

不幸というべきであろうか。多くの改革や論議を活発に積み上げてきた合衆国統計界も、

現下の合衆国の政治状況に簡単に左右されてしまうという点で、合衆国の政治ともども国

際的には威信を著しく低下させているのである。

4.2経済統計の改革一経済統計構想とＢＥＡの改革計画

経済統計構想統計論議が活発な合衆国では、特に経済統計に対して大きな批判が噴出す

ることがある。合衆国では、1980年代の統計予算削減の影響もあって、１９８０年代から統

計の質の悪化を指摘する声が多くでたあと、１９９０年前後から幾つかの動きがでる。１９８９

年４月に経済統計の問題点を把握し勧告を提出しようとするワーキング・グループが、経

済諮問委員会議長MJBoskinを長とし、主要統計機関とＯＭＢからの職員と利用者で構成

された。委員会は１９９０年１月に第一次の、１９９１年２月に第二次の勧告を提出した22)。こ

こでは、1992年度から1996年度にわたる統計予算の増額が提言されていた。この報告で、

改善の努力は、ESI(EconomicStatisticslnitiative、別名Boskinlnitiative、経済統計構想）と

名付けられた。トピックスとしては、第一次勧告では、(1)生産性、産出と価格、（２）投資、

貯蓄、国富、(3)就業、所得、貧困、第二次勧告では、(1)国民および国際的な経済勘定、（２）

サービス部門のカバレッジの増大、(3)価格データにおける質と価格変化の分離、(4)事業所

賃金調査と世帯調査の改善、(5)産業を越えての変化の経路、(6)将来の統計的労働力の必要

への備え、(7)統計データのシェアリング、であった。

１９９５年に会計検査院は、議会から求められて、その改善の進捗状況について報告書を出

した231．要求額に対して約半額しか認められなかった関連統計機関において、改善はある

もののＥＳＩの勧告で改善が終えてない点がある、というものである。その後、各統計機関

は、ＥＳＩへの対応とは名付けないようになり、またＥＳＩ以外の経済統計の改善にも取り組

んでいる。

BEAの改善計画241ＢＥＡは、経済構造の変化や政策立案者の関心事、専門家集団からの
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勧告、国民勘定に関する国際的ガイドラインの更新・変更、技術と規制の変化とこれデー

タ収への効果,GDPや経済勘定の構成要素の改訂や空白等に応えるべく、新しい改善され

た産出尺度、投資・貯蓄・富、国際取引の把握のための尺度、の必要に対応して、戦略的

検討計画を1995～l”9年、９７ないし98年までの計画をたてて、とりくみ中である。

＜生産測定の改善＞(1)実質ＧＤＰを算出するための物価指数の改善。これは、特に技術

変化が激しい分野での物価の把握である。テレコミュニケーションやコンピュータ・ソフ

トウエア、や銀行、保健、金融や法的サービス、管理コンサルタント・サービスといった

領域での生産の把握。（２）GDPの主要構成部分の改善。在庫、商取り|、ボーナス払い等につ

いての季節調整と予測の改善、既存の調査のカバレッジの、標本のよりひんぱんかつ完全

な更新による改善、既存の調査のカバレッジの空白を、変わりやすく成長する分野につい

てひんぱんな調査と調査範囲の拡大によって埋めること。(3)実質ＧＤＰが、固定ウエイト

基準であるために、相対価格の変化にそって消費者や生産者が代替品に向かうことにより、

実態に照らしてバイアスをもつという問題点を、毎年基準を変えるなどによる改善。(4)産

業分類が時代遅れであるという問題点の新しいNAICSの使用による改善、ＢＥＡの産業勘

定―特に産出投入勘定、ＧＤＰと州の祖生産、公害の削減と管理のための支出一の現代化し

たより優れた統合、国際基準にそってのＢＥＡの国民勘定と国際収支勘定の現代化。

＜投資、貯蓄と富の測定の改善＞(1)国民勘定における投資を、コンピュータ・ソフトウ

エアや無形物の購入をもふくめることによる拡大、研究・開発と自然資源に対するサテラ

イト・アカウントの拡張。(2)経済理論および利用資産価格の低下に関する既存の経験的測

定と矛盾しないような減価償却と資本ストックの測定の開発。SNA1993に沿って、ＢＥＡ

と連邦準備理事会の実質および金融勘定のより優れた統合。

＜国際取引のカバレッジにおける空白を埋める測定＞コンピュータ・ソフトウエア、案

内人や他の急速に拡大しつつあるサービスの輸出入をさらにうまく把握するための、既存

調査や税関記録の修正や拡大、ＢＥＡのベンチマークになる金融サービス調査の終了と金融

サービスの新しい年次調査の設定、合衆国の海外ボートフォリオに関するベンチマーク調

査について財務省との作業の終了、制度化、他国および中央銀行と標準的な定義やカバレ

ッジの採用やベンチマーク調査の国際的調整を通じてデータ交換の拡大、デリバテイプや

他の新しい金融用具を個別に確認し、よりよくカバーするための既存のボートフォリオ調

査の拡大。

ＯＭＢの統計予算の概括書での「長期計画」は、これについてＥＳＩという柱を掲げ続け

て、その年次的改善経過についてごく簡単にふれている。

CPIの改訂躯）これまでＢＬＳがほぼ１０年おきに大きな改訂をしてきているが、これは、

人口分布の変化を反映させ、消費者の購入傾向、技術と指数の方法論の改善の導入し、指

数がより正確で経済状況の信頼おける反映になるように、調査の質問とコンピュータ・シ

ステムを再企画するためである。方法論はそれが妥当とされるとすぐに取り入れられてき
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ている。都市人口の１９９０年の分布と1993-1995年の消費支出調査に基づく消費支出パター

ンに基づくウエイト変更を１９９８年に導入した。そして項目区分を改め、現在の５１地区に

新たに３６地区を加えて２０００年に終了する計画である。ＢＬＳは、１９９７年夏から８７地区の

標本になる家のリスト作成を開始し、リストと審査活動で認定された借家の価格採用をは

じめる。家賃とその変化は１９９９年改訂ＣＰＩに導入される。これらのリスト作り、審査や

価格採取においてはコンピュータ支援データ収集（CADC：computeI-assisteddatacollection）

技術が活用される。１９９８年を通じての品目・サービスの価格採取のために、消費支出調査

の標本を５０％拡大し、マーケット・バスケットの更新をより速やかにし、価格に関する情

報量を増やそうとしている。

4.3福祉・保健統計

１９９０年代から２１世紀にかけては、国際的にもこれまで主要に必要とされてきた人口や

経済統計の他に社会統計が注目されている時期である。この面での取り組みをみてみよう。

子どもと家族の統計についての機関間フォーラム2`)：１９９４年にＯＭＢの主統計官と６統計

機関からの代表者が、このフォーラムをつくり、1997年４月の大統領実行命令Nol3045

によって、正式なフォーラムとされた。７月にフォーラムは第１回の『アメリカの子ども：

福利についての主要な全国的指標』を発行し、その中で指標を示すと同時に、さらに不足

している統計を指摘しているが、さらに連邦統計と州や地方でのデータ需要との関係を検

討し、データ収集の変更についての勧告をし、父親についてのデータの収集を定め、子ど

もと家族の重要な問題についてのデータの不足についてガイドを作ろうとしている。

健康調査の改善と統合：公衆の基本的な健康、保健政策、福祉政策の変更をモニターし、

評価するという必要に向けて、厚生省が、より合理的で体系的なデータ収集戦略を開発し、

保健支出やその結果などの重要分野の空白をうめ、リンケージや一般的主要調査票を通じ

て調査の分析上の効用を拡大し、サーベイ標本の総合によって効率を増すために、長期計

画を実施しつつある。１９１５年から全国健康面接調査と医療支出パネルサーベイの統合など

サーベイの統合計画をはじめた。１９９８年以降もさらに統合化は進められ、全国健康・栄養

検査調査が定期的調査から継続調査になり、全国免疫調査での電話調査制度と全国健康面

接調査の統合などが進められている。

4.4統計基準

現実経済や社会の変化や新たな問題の発生の中で、統計生産と分析の際に基礎におかれ

る基準的な分類や概念の修正は常に大きな課題になる。主要なものを紹介する。

北アメリカ産業分類(NAICS：thcNorthAmcricanlndustryClassilicationSystem）２７）

これは、合衆国、メキシコ、カナダと共同して作り上げた国際的な産業分類であり、1987

年産業分類に代わるものであり、連邦機関や商業、企業その他機関で使われ、３カ国での

比較を可能にするものである。この分類は、生産中心で、同じ生産過程を使う単位を同じ

区分にまとめあげるという単一原則にそって開発された。これによって、３カ国でますま
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す相互関連を増している変化、技術と成長とサービスの多様'性を反映でき、収集・製表・

提示と政策や研究、産業界での利用に一貫した枠組みを提供する。また、国連の国際産業

分類の最新版(ISICRevision3）と、より高いレベルでの区分で比較可能であるとされてい

る。しかしなお、資源や時間的制約のため、建設、小売り、公務他の個別産業レベル、で

は完全に比較可能にはなっていない。NAICSは、１９９７年に合衆国とカナダで、１９９８年に

メキシコで発効し、合衆国では、これまでの合衆国SIC（SystcmoflndustrialClassificati。､）

に置き換わるものであった。そして’999年のはじめに公表される１９９７年経済センサスで

使用しようとしている。多くの統計について、NAICSの使用をこれからの数年にわたって

行われるものであり、３カ国間で実施を確かなこととし、その間、見直しを行い、さらに

新しい産業の組み込みをはかるよう作業を進めていくことにしている。

標準職業分類28〕1994年にＯＭＢが職業分類（SOC：StandardOccupationalClassification）

を新たに見直すことを改訂委員会(SORRPC:SlandardOccupationalClasSiEcationRevision

PolicyCommittee)にゆだねた。この改訂は、経済分析を支え、教育と労働力データの結び

つきを強め、連邦機関の職業分類の使用法を統一し、国際的比較可能性を促進する実用的

な職業分類体系を作る狙いを持ったものであった。これはＢＬＳが使用している職業別就業

統計の分類やセンサス局の１９９０年センサスでの分類を置き換え、2000年センサスで使用

するなどをめざす。ＯＭＢは１９９５年２月と１０月に改訂に関して通知し、さらに１９９７年７

月７日に一般からのコメントを呼びかける告知を出した。コメントと委員会の検討を経て、

1998年８月５日に、改訂委員会の最終案を公示している。目下、委員会は、これへの意見

をふまえて、最終決定し、また１９９８年職業分類マニュアルを出版する過程にある。

大都市地域の定義2,）この定義は１９５０年に定められて数回の改訂を経ているが、基礎的

概念は変わらなかった点をセンサス局が改訂しようとした。１９９０年代前半の大学での研究

が検討の軸になり、１９９５年１０月にオープンの会議が催され、連邦機関が都市部と非都市

部を定義する必要｣性、地域の定義に使う地理的単位、地域を集計する際の基準、分類体系

に上下の序列あるいは多元的集合が必要か、公的な承認を受けるする単位、体系は統計的

規則にだけよるか地方の意見に対する役割をもふくむか等がとりあげられた。１９９８年末前

に、公衆からのコメントを求めるために圧deralRegisterに案を告知し、1999年に案をまと

め、２０００年センサス前に最終基準を完成しようとしている。

人種とエスニシテイに関するデータの分類１１７７年から使用されている分類に対する批判

が多く出されるようになった中で、ＯＭＢはその改訂作業に乗り出した。１９９４年６月に

FedCralRegsler（59:FR-29831-29835）でコメントを呼びかけ、４回の公聴会を催した。こ

の結果を（60FR-44674-44693)公表したあと、原則を提案し、この検討のための機関間委

員会を設置した。その後,BLSが１９９５年５月のＣＰＳで、センサス局が１０年センサスの研

究計画の一環として１９９６年に２つのテストを行い、全国教育統計センターその他もテス

トをした。１９９７年７月９日に、多年にわたる検討の結果と委員会によるＯＭＢへの勧告が

249



公表され（62:FR-36873-36946)、１９９７年１０月までにコメントをあおいだところ、３００の手

紙のほか、組織的はがきをふくめて７５００の連絡を受けた。ＯＭＢは１０月３０日に最終決定

し、２０００年センサスのための1998年の予備調査に使い、他の連邦機関は２００３年１月まで

にこの基準を採用するものとした３０)。

この改訂の背景には、合衆国の人口における多様性の拡大がある31)。非白人が１ｇｏｏ年

の1000万から、1960年の2000万、1990年の6000万人に増え、この中で、1980年から１９９０

年にかけて、白人が６％の増加に対して、黒人は１３％、アメリカ・インデアン、エスキモ

一等が３８％、アジア・太平洋島喚人が108％、イスパニツク・メキシコ人は５４％、プエル

トリカンが３５％の増加があった。そしてこれら人種間の結婚が急激に進み、1960年に全

婚姻の中の0.4％が、1990年には３％になった。

この結果、調査の際に、回答者が質問の意味を理解できない、アメリカ・インディアン

と「その他」で回答率の低さ、等が生じてきた。ここで、関係者や公衆一般に広く受け入

れられる形で、政府その他の機関にとって有効な形になるよう、用語、理解のしやすさ、

調査データの連続｣性その他に関しての検討を、かなり多くの場、すなわち、公聴会や研究

者のパネルやワーキングパーティ通じて行った上で、結論に至った。

この基準によれば、人種とエスニシテイーに関する最低限の区分として「アメリカイン

ディアンあるいはアラスカ原住民｣、「アジア人｣、「黒人あるいはアフリカン・アメリカ

ン｣、「イスパニックあるいはラチノ」、「ハワイ原住民あるいは他の太平洋島喚民｣、「白

人」がおかれるとされた。このうち「イスパニックあるいはラチノ」と「イスパニックあ

るいはラチノでない」がエスニシテイーの区分であり、他が人種区分とみなされている。

貧困の定義３２）1990年に議会の委員会がNationalAcademyofSciences'NalionalResearch

muncilに貧困線の研究を要請し、１９９２年にＣＯＮＳｍＴがパネルを指名した。１”5年の春

に,このパネルが所得と貧困に関して報告を提出して、貧困の境界を食衣住への支出と他の

額を加味したものに変えるべきとした。

いうまでもなく、貧困は合衆国の大きな社会問題のひとつであり、社会的に注目される

し、政府の政策に関わって、社会保障的給付の対象になるかどうかに関わり、それが財政

支出の大小を規定する。この貧困の定義と貧困線は、１９６０年代はじめに定められたまま、

以後物価指数の上昇率で延長されてきた。しかし、社会的変化の中で、この定義と線は適

切ではなくなっている、というのがパネルの把握であった。すなわち、現行方式は、第一

に、労働力参加率が上昇して、就業している者は保育費用を必要とするが、家族内で就業

しているか否かを問わない、第二に、健康情況と保険加入の相違によって、医療費に違い

がある点を配慮していない、第三に、例えば住居費用で地域差があるのに、全国一律であ

る、第四に、家族規模による調整は、例外的になっているが、人口変化は、この調整を強

く求めている、第五に、物価上昇率だけで更新することの問題、第六に、粗貨幣所得のみ

を対象にしている、等の問題点を持つとみたのである。
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そしてパネルは、公的貧困線は、食料、衣料、住居とわずかながらその他の必要のた

めの支出を加えたもの、２人の親と２人の子どもを対象、毎年貧困線の毎年の改訂と家族

タイプと地域差による調整、家族の収入として現物給付をふくみ、税と仕事に伴う出費を

除いた分をみる、等を基本にして、これが政府で利用されるべきものとし、新しい定義に

よる影響、使用するべきデータと新たなに必要とされるデータ、10年毎の定期的な検討の

ための機構をＯＭＢにおく、といった組織問題をふくめて勧告している。

ＯＭＢは、この勧告に沿うには、必要データの入手可能性と信頼性、貧困データの出所

をCPS３月補足調査からSIPＰへの転換、消費者支出調査の標本数の少なさその他の問題

の検討が必要であるとして、機関間統計政策審議会の支持のもとに、ワーキンググループ

を作り、深い検討を求めることにした。

貧困の測定は多方面からの関心事項である。国際的には、これまでと大きく異なるＵＮＤＰ

のアプローチもある。連邦機関の多くが関わる社会保障給付にも影響するものとして、こ

の検討がどう結論づけられるのかは注目されるべきものである。

５.ミクロデータ、データシェアリングと秘匿性保持、行政記録の利用そして統計関係者の

倫理

これは、今回の科学研究費補助金重点領域研究プロジェクトのテーマそのものであり、

これまでのプロジェクトでの研究、そして本報告書における他の論文でもとりあげられる。

中心部分についてはそれらの研究に譲り、ここでは連邦統計の発展経過などにふれ、この

問題の位置づけを与える程度にとどめる33)。

5.1ミクロデータ

合衆国でのミクロデータについて見れば、第一に,1960年代から作成されてきた。ひと

つには、秘匿性露見措置をほどこし、したがって細部の情報を伏せた公衆利用ファイル

（PublicUscFilcs)、もうひとつには研究ないし機関内での利用するファイルである。第二

に、公衆利用ファイルは、センサス局では、人口センサス、現在人口調査、所得と政策参

加調査、他、主要な統計調査結果に及んでおり、研究者等の利用は一般化している。第三

に、秘匿性露見を避けるために、公衆利用ファイルでは詳細性を犠牲にし、詳細ファイル

では、アクセス条件を限っての使用を認める形をとっている。第'11に、法的にはミクロデ

ータの開示を規定する一般法はなく、各機関別の法規によっている。センサス同について

みると、統計目的での利用、個人識別可能な形での開示は許さないものとされている。

関心を向けるべきミクロデータの今後の方向についていえば、まず、詳細データ要求がま

すます高まり、ミクロデータがより多く提供されること、公衆利用ミクロデータについて

も出来るだけ詳細であることが要請されるだろう。しかし一方で、コンピュータ・情報技
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術の一層の発展の中で、個人情報を販売する民間情報企業を筆頭に個人情報の秘匿性を破

ろうとする傾向、露見する危倶の増大も見込まれる。回答者の匿名性を保持しながら個体

情報を提供する点で、バランスを持った、技術の開発や法的規制の整備が必要になる。

5.2データシェアリングと秘匿性保持

連邦機関全体に一律に適用される秘匿'性に関する法律がない下で、秘匿'性に関する機関

別の保護措置は、データの交換と共有のための障壁であった。このため統一的な法律ない

し規定が必要だった。連邦統計調査におけるセンシテブな情報を重視することへの公衆の

信頼を高め、統計的目的に関しては例外的に秘匿データの限られた共有を許すという構想

が、１９９５年ペーパーワーク削減法によって認められ、また機関の間のデータのシェアが奨

励されることになった。１９９６年１月２９日にＯＭＢは、プライバシーと秘匿性を守る政府

の政策に関する告知をFederalRcgisterに発表して、公衆の意見を求めた３４)。その意見を検

討した上で、１９９７年６月２７日に、連邦統計の秘匿性に関する命令を、FederalRegisterに

示した351゜これは、統計目的とは個人識別を目的にはしないという「機能的分離」の原理

によって、秘匿'性保護と統計目的のためのデータ共有の必要に折り合いをつけるものであ

った。

これと併行して政府側のイニシャティブで議会で統計に関する秘匿｜性法規を定めようと

する動きが進む。すなわち、1996年６月３１日に「統計的秘匿性法１（HR3294:104議会第２

会期）に提出された。この法案は８大統計機関にわたって統一的秘匿性保護を与えるため

に、法的変更を加え、８機関があたかも単一機関のように'情報を扱うようにしようとする

ものであった。この法案は、各統計機関をデータセンターとらえ、データセンター機関の

責任としてデータの重複を無くし、回答者負担と費用を削減すること等をうたうと同時に

情報の秘匿'性を守り、統計目的だけに情報を使うこと、その目的下にデータの共有を許す

ことをうたっていた36)。このデータセンターに関しては、ＯＭＢが1995年に各省庁内のデ

ータセンターを統合するべきとするBullelin（No.96-02,0ct4,1995)を発していることにも留

意しておくべきであろう。１９９７年の末に、この法案は、より大きな（本稿で後に７でふれ

る）統計機関の統合をめざす法案Ｓ､1404にふくみ込まれて、改めて成立をめざすことに

なる。

ＯＭＢの資料によれば、1997年には、ＯＭＢの統計方法についての連邦委員会の援助の下

に秘匿｣性と露見防止に関する機関間ワーキング・グループが形成され、ガイドラインを作

成するために活動している37)。

5.3行政記録の使用

KcntMarquis他による、1996年のＡＳＡ政府統計部門総会での合衆国での人口データベ

ースについての発表の冒頭に、背景として、行政記録の利用に関して適切な総論的把握を

示している38)。まず、行政記録からの統計生産の必要性については、統計予算の制約、ペ

ーパーワーク削減法による回答者負担の軽減要請、連邦から支部への権限委任の動き、こ
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れによって行政記録が提供しうる小地域データの必要の増大、公衆が機関にとって利用可

能なデータはＴ再度収集するよりも再利用することを期待していること、である。

彼らによれば、行政記録の長所は、以下のとおり。費用が少ない、回答者負担を減らす、

母集団全体についてのものなので、小地域の推定値は正確性を持つ。調査票の長さといっ

た制約を受けず、より大きな情報を入手できる可能性を持ち、無1,1答等が少ない。調査者

による影響はない、センシテブなトピックスに関して優れた情報を入手でき、虚偽や拒絶

を克服できる、さらに、忘却、理解不足、怠惰などの人的な認識上の影響を回避できる。

他方で、問題点は次のとおり。第一はアクセスの問題。行政記録は入手するのが難しい

か不可能である。所在を突き止め、購入し、照合・検討し、誤差を確認し、推定値をうる

には、驚くほど費用がかかる。合衆国の大部分の記録システムによる人口のカバレッジは

不完全であり、記録システムを結合したときにどうなるかはわからない。

また測定値の質の問題。特に第一次の行政利用にとって重要ではない情報の質は良くな

いことがあり得る。行政記録は、二次的利用者にとって必要な厳密な概念によっては測定

されていることはめったにない。例えば、社会保障記録は４つの人種区分によっているが、

1990年センサスは１０以上の区分であった。

速報性。行政記録からのデータは最近のものでなかったり、最近のものは完全になって

いないということがある。

照合。記録は変数間の関係を推定するためにリンクしなければならない。欠損があるデ

ータや誤ったデータによって、照合の誤りや推定値を台無しにすることが起こりうる。統

計的照合のためには、あいまいなケースについては人間が介入する必要が生じる。膨大な

行政情報の保管・貯蔵が問題になる。

プライバシー、秘匿性、露見の問題。これは、基本的には、第一次データの場合と同じ

である。例外としては、行政データ提供者は、統計的利用という使用目的を告知されてい

ない、という問題と、個人情報の露見を防止する問題がより大きな課題になってくる。

KentMarquisは、カナダやフィンランドでは、行政記録の使用で成功しており、合衆国

でこれに向かうときの研究や開発に関する問題にふれる。

この総会でのもうひとつの行政データに関するセッションで司会をしたGWGatesは、

行政記録の利用を現在行っていない統計機関にとって大きな関心事になっているといい、

センサス局での取り組みにふれている３，)。これによれば、’994年に行政記録利用のより良

い計画と調整の必要を検討する特別のグループを作った。その結果、この問題に関して各

機関が分散的にあるいは重複して検討を行い、長期計画に焦点をあてないのはまずいと判

断して、組織的フレームワークと将来戦略を勧告するチーム、行政記録計画チームと、調

査と研究領域にわたって現在の活動を調整するチーム、行政記録調整チームを作った。前

者は、スタッフの必要性を勧告し、1996年にCynthiaClarkの下にスタッフが形成されて、

２カ年の作業をすることになったと語っていた。
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合衆国連邦統計においては、実は、行政記録の統計作業での利用は、母集団リストの作

成や、生産された統計の質の試験的な評価のために、特に社会保障番号を介して幾つか行

われてきたｲ゜)。しかし、行政記録から統計を生産するという本格的使用については、現時

点では、その重要性ないしは必要性の認識が広がる中、検討が進みつつある段階である。

他方、合衆国の統計の諸会議では、この問題に関してカナダやヨーロッパでの経験が当事

者からかなりひんぱんに報告があり、継続的にとりあげられている。合衆国での行政記録

からの統計生産の検討は急速に進むものと考えることができる。このセッションで討論者

になった、Ｂ､Jabineは、２０００年センサスでの行政記録利用はいまだ周辺的であるが、２０１０

年センサスは行政記録をメインとするものになろう、と指摘している⑪)。

２０００年センサスにおける行政記録の利用は、RoberlW､Ｍａｒｘによれば、第一に、無回答

世帯を数えるのに行政記録を使う。無回答世帯の５％をとりだして無回答すべてのフォロ

ーアップに比べての費用節減をめざす。第二は、郵便行政情報と地域の住所ファイルを使

って、マスター・アドレスファイルをより完全にするための使用、第三に、病院や監獄な

どの特別住居リストを作成するための各種の行政資料の利用、である。試験調査を経てど

こまで使うかを判断することになるとのことであり、また、センサス局は、全国研究協議

会のパネルの報告で示された２０１０年あるいはそれ以後に行政記録によるセンサスの実施

という提言を深刻に受け止めているとのことである42）。

統計家の倫理コードと政府統計の原理プライバシーや秘匿性保持の具体的諸規定の

一層の基礎には、一般に情報化社会の中で高度にコンピュータを使う者に対する倫理、そ

して統計家が秘匿性をふくめて、統計業務に取り組む際、あるいは利用者さらに公衆一般

への対応における倫理ないしはガイドラインがあり、また利用者自身にも倫理が求められ

る`3)。これに関しては、まずＩＳｌが１９８５年に「専門倫理宣言」“)、そしてヨーロッパ統

計家会議、ヨーロッパ経済委員会での採択のあと、国連統計委員会で定められた「政府統

計活動の基本原則」があるｲ5)。これを合衆国で見れば､アメリカ統計学会が1989年に「統

計実践への倫理ガイドライン」を定めた。このあと、改めて１９１４年に統計専門家の倫理

に関するワークシヨップがもたれ、これを受けての委員会が、「統計実践のための倫理ガ

イドライン」の草案を作成し、広いコメントを求めて発表された。最終のつめの段階にあ

るわけであるｲ印。また国家統計委員会ＣＯＮＳｍ４ＩＴが早<に「連邦統計機関の原則と実践」

を発している47)。しかし、規範としてはうたわれておらず、機関での定めはない。最近の

ものとして、全国研究協議会と社会科学研究協議会に委任された「秘匿性とデータアクセ

スについてのパネル」がこの問題に関わる検討をした48)。

６．利用者（顧客）サービス
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統計利用者を客とみるサービスの強化がこの間進められている。さらに、インターネッ

トの拡がりが、統計利用者ないし一般公衆の統計活動に対する意見の吸い上げを、より可

能にしている。この情況をみておこう。

顧客サービス強化を求めた大統領実行令１９９３年９月２３日のクリントン大統領による大

統領実行命令（ExcculivcO『dcr）12862は、すべての連邦機関に対して、客について、客が

望むサービスの種類や質を判断し、既存のサービスへの満足のレベルを調査することを要

求した４９)。これは、顧客を第一のものとして、連邦機関ないでの業務の進め方に「顧客サ

ービス革命」を促した。民間企業では既に行い、公衆がそれに支払うという当然のことを

政府機関内でも行うべしとするものであった。１９９５年３月２１日のメモランダムは実行命

令にそって、９月１日迄に機関が顧客サービス基準を公表すべきこととした。

この主旨に応えるのが顧客のサービス満足度調査（cusIomersatisflmclionsurvey)である。

これまでの政策評価は、作成した報告書や発行した特許の数といった客観的成果の評価で

あったが、顧客の満足の調査となれば、商品やサービスの客の好みや機関の行為がどうか

についての客の意見であり、政府の職員や管理者の好みや期待とのズレが示されることに

なる。Ｍ・AGuadangoは、この調査によって、連邦機関の管理者が、潜在的新市場、生産

物あるいはサービス、競争価格、より責任を持った顧客サービス、他の商品やサービスの

配布ルート案、商品・サービスへの顧客の要求のより正確な推定値、市場の新傾向の認定、

等に敏感にする助けになろう、という５０１。

Guadangoは、国立保健統計センターが、実行命令に応えて、チームを作り、職員の接触

をふくむサービス、論文や電子的産物、データ利用者相手のコミュニケーション活動、必

要とされる統計の現在と将来のギャップについて、データ利用者会議を開催した経過を述

べ、討議グループの活用の有意義｣性について述べている５１)。

確かに、筆者のわずかの経験においても、情報の自由法などによって公衆への情報サー

ビスにかなりのものを既に持っていた連邦統計機関の対応は1990年代を通じて、さらに

強化されたとの感触を持つ。この顧客のサービス満足度という視角は、統計活動の全体に

わたっての検討・反省を促すものといえる。そのごく一部にあたるが、ＯＭＢの長期計画

に掲載されている項目に以下でふれる。

統計的産物の電子的配布52）ＦCSMが１９９５年に統計データを電子的に配布するという報

告を(SWP24)発表した。そこでは、媒体はハードウエア、データの大きさ、費用に依存す

る、機関は、生産、広告、販売を多様な形で行うものとして、その選択は機関と顧客の必

要に依存する、機関はすべての配布チャンネルを活用すること、顧客のサービス満足度を

求めること、等を論じた。これによって、各機関が電子的配布を追求してCD-ROM配布

が広がり、特に、その後のインターネットの急速な発展にそくして、各機関のＷＷＷのホ

ームページが大きく充実するという事態が進行中である。次項もその一環である。

連邦統計データの獲得の容易化と統計データ保存所構想連邦各統計機関は膨大な統計情
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報をインターネットで提供して、利用者はこれを獲得できるようになり、さらに機関間の

リンクで関連する他の機関の統計を入手できるようになった。しかし、連邦統計の全範囲

に対して簡単にアクセスできる調整された機関をこえてのアプローチが必要であった。

このために、ネット上に1996年春に連邦統計のブリーフイング・ルーム（Bricilngroom：

簡単な報告のための室）が設置されて、公衆に経済・社会的指標とそれら指標を提供した

機関へのアクセスを容易にした。その後、1997年５月２２日に、省庁間統計政策審議会は、

公衆が最初の１点へのアクセスから連邦統計の広い範囲に容易にアクセスできるFedStatS

を開始した１１)。

FcdStatsの目的は、利用者が前もって、分散型の機構がどうなっておりどの機関が求め

ているデータを生産しているかを知らなくても、必要な情報を見つけることを助けること

にあった。審議会のタスクフォースは、FedStatが収録する範囲を拡大しながら、サイトで

受け取った示唆やコメントに基づいて改善をはかろうとしている。

さらに，一層包括的な全国的統計データ・インフラストラクチユアの構想もある。それ

は，統計情報，記録類，データベース，ミクロデータ，表やグラフなどのマクロデータ，

そしてメタデータをふくむ「デジタル・データ図書館(digitaldalalibrary)」であり，利用者

がこれら情報にアクセスし，利用することを助ける分析道具や統計方法のみならず，メタ

データヘのリンクをも提供するものである。これへのアクセスが１点から可能にすること

をめざしている。このインフラストラクチュアの構築のために５カ年計ll11iでグループが作

業を始めている５０)。

企業への報告負担の軽減ＢＬＳとセンサス局が両機関に対する共同電子的データ移送に関

する覚え書きを１９９６年に交わした。この協定は、企業からの両機関への必要な情報の提

供に関して、一括した情報の提供を受けて、両機関で共同の情報交換を開始するものであ

った。企業への情報請求と企業の報告準備を限定することで企業の負担を減らし、注意深

く設定された電子的書式でのデータ供給によって、機関での処理費用を低め、速やかで、

完全で、一貫した形で、合衆国の主要企業からの情報の獲得によって公表統計を改善する

ことになると期待された。１９Ｗ,1998年度に両機関はこの実施に向けて作業を続け、大規

模な多数単位事業所についての、センサス局の月次小売り調査、年次会社組織調査、ＢＬＳ

の月次支出調査と四半期多重労働現場報告に関して開始しようとしている。

一般統計利用者・公衆からの意見の吸い上げこれは、利用者（顧客）サービスというカ

テゴリーにふくめる以上の重要性を持つことなのだが、関連させて、ここで指摘しておき

たい。合衆国での統計をめぐる論議を見ていて、注目すべきことは、従来から広い分野か

らの多様な意見（賛否両論）が公開されることである。これはまず、早くから議会におけ

る関連委員会が、法案をめぐって公聴会を催し、多様な意見を表明させ、その内容を順次

記録として一般の購入に供してきたことに示されていた。関連してＧＡＯの報告書は、部

数が１部である場合には、注文によって日本へすら無料で届けられてきた等がある。これ
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にプラスして、本稿の４．４でふれたことであるが、ＯＭＢが統計基準を改訂するに際して、

広く一般公衆に対して意見を求めている点がある。例えば、職業分類の改訂に向けては、

経過と改訂方向や案を公報（FcdcralRcgister）に示して意見を募る告知を３回行った上で、

最終決定に進もうとしている。そして公報の掲載内容がインターネットの活用を通じて広

く公衆に伝えられるようになったことで、公衆との意見の交換というこの過程が容易にな

り、また実質化しつつあることに注目すべきだろう。統計活動に関する公衆の理解と支持

を確保するという角度からも、この作業は重要なことである。

７．統計機関の統合

分散型の統計機構をより集中型に近づけようとする論議である。これまでも機関統合に

関する論議や提言は多くあったが、１９９０年前後からはじまっている最近の論議には、分散

型の弱点を指摘するものが多く、議会がこれに取り組みはじめたことによって、現実性を

持ち始めたようにみえる。

1988年のOfficeofTbchnologyAsscssmenlの報告は、分散型の下でＯＭＢの調整機能が弱

いことを指摘した５４１。多くの論議の中で実は、1979年から１９９１年まで長く労働統計局長

をつとめ、合衆国連邦統計を代表する人物の1人であるJanetNorwoodが1995年のその著

書の中で、連邦統計制度の諸問題を明確に論じ、必要な改革の選択肢として集中化を論じ

ている55)。彼女は、センサス局、ＢＬＳＢＥＡさらに統計調整機関をふくめるCenHralStalistical

Boardを創設する案を提起した。もうひとつは、既存機関を分散型のまま置きながら、国

家統計法を設けて、秘匿'性の標準化とデータシェア、統計調整機能の強化等をはかる、と

いうものである。この影響も無視できない。

合衆国議会で提出される法案や法案をめぐる公聴会は、法案の通過・成立の可能性は殆

ど見込まれていないものがある。当該の問題をめぐる賛否の意見が示される点で参考には

なるが、法案の現実'性や多数動向を反映しているか否かには注意する必要がある。議会で

は1995年に、法案SlatisticalConsolidallionActof1995（ＨＲ､2521)が共和党によって下院に

提出された後、圧dcralSlatisticalSystcmAclofl997(Sl404）が下院に提出されている。一

時的な法案の提出ではないこと、また論議に一定の深まりが見られる点がある。１９９８年夏

に筆者が接触した数人の統計関係者には、いつもの論議であると見なしている気配が－部

あったが、この論議の影響で、現在の分散型による多くの難点を是正する機構改革が活発

化する可能性は大きいし、経過を追跡すると、論議の一部は法律として成立する可能性が

かなりあるようにもみえる。

StatisticaIConsolidationAcloflDDS(Ｈ・R2521)5`）下院議員Ｈｏｍが提出したこの法案は、

センサス局、BLS、ＢＥＡの３機関を統合して,FedcralStatislicalScrvicc（連邦統計庁）を新
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たに創設しようとするものである。この法案については、既に平井文三氏の紹介とコメン

トがある。

この法案をめぐって１９９６年３月２２日下院で行われた公聴会で様子を見ておこう57)。公

聴会で証言した諸論者の見解を筆者なりにまとめて紹介すると、変動の激しい社会にとっ

ての統計の必要、統計のinIegrily、秘匿性、重複の排除、統計調整等々を論じた上で、体

系的で効率的な統計を提供するために、統合化に進むか、それとも既存の組織を保持した

うえで、統計調整や省庁間の連絡やデータ交換を強化するなどで改善をはかるか、の選択

があるということになる。そして、統合するか否かをとわず、この間くりかえされている

予算制約が統計の改善を阻害していること、現行システムにおいて統計調整の機能の強化

の必要、各機関そしてＯＭＢもせいし､いっぱいの努力を続けていること、統合した場合で

も、予算の節約を直ちに見込むのははやまった考えであること、その他法案に欠けている

具体的事項等を指摘している。

統合の対象となっている３機関代表(EvcretlMEhrlich:商務省､KatharineG､Abraham:BLS、

MarthaFRichc:センサス局）とＯＭＢ（SallyKalzen）から証人は、統合に関して、３機関独

立のままの改善を望ましいとしたにに対して、企業経済学者協会、アメリカ統計学

会,COPAFSは統合案支持を表明し、』.Ｌ､NorwoodとLTBonnenがともに統合化を支持し

ている。両者とも、既存システムの強化は結局のところ失敗のままできているので、この

際､統合によって展望を切り開こうという意向のように受け止められる。このうちNorwood

は、イギリスでの統合化の動きを引用して、合衆国の現行システムが世界で最後まで残さ

れた分散型であるかのように語っている。Ｊ・TBonnenは、１９８０年代の前半の統計行革の

際に、これに反対して、合衆国統計の質の悪化を明確に指摘した人物である。合衆国統計

制度について詳しくまた論旨明快に統計を擁護してきたＢｏｍｅｎが統合化支持を表明して

いる点での影響は既に無視できないものであった。

FedcmIStatisticaISystcmActof1９０７(S､1404）からStatisticalConsoIidati(mActofl988（S、

1404)へ５８）１９９７年１１月７日に上院議員Brownbackが提出した法案S1404の骨子は、セ

ンサス局、経済分析局、労働統計局の統合を検討する任務を持つ連邦統計政策委員会

（FederalCommissiononStatisUcalPolicy）を設置し、委員会は、３機関の統合による連邦

統計庁（FcdcralStalisticalScrvicc)ついて（統合するかどうか、ではなく、どう統合するか）

の一連の勧告をする、機関の間でのデータシェアリング問題をとりあげ、特に８つの主要

なデータセンター間で、相互の協力・連携によって重複、経費きた。その後、１９９８年９月

２４日に、Ｓ14(〕4はStalislicalConsolidalionActofl998に名称変更された。下院では、議員

Ｈｏｍが改めてS1alisticalConsolidationActofl998や負担の軽減、統計的目的でデータを共

有しながら秘匿性を保持する「統計データセンター」をつくる、統計の質の改善をはかる，

等を内容とする。この法案は、秘匿性の規定が、本稿５でとりあげた政府提案内容をふく

みこんでおり、議会両党が同意する形で審議されて(HR4620)を９月２４日に提出した。こ
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の法案は成立に近いところまで来たが、AFL-CIOが、ＢＬＳが労働省を離れると、政治的独

立性を喪失する恐れを表明して、成立は先送りされ、１０月６日付けにこのS1404に関す

る報告書が発表された。５，）結局、１９９８年秋のの中間選挙に先立つ第105期議会の第２会

期迄には、これら法案は成立せず、第106期議会に持ち越されることになった。

とはいえ、統計機関の統合へ向けてのこの法案は成立直前にあるという情況にあること

は確かなようである。この法案の審議・成立は、情報技術の発展や統計情報をめぐる社会

環境の変化の中が統計機関の在り方に大きな影響をあたえている中での、分散型統計制度

の集中型への大きな踏み出しとして、特段の注目が必要である。
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